
・高齢者専用賃貸住宅について  
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高齢者専用賃貸住宅とは  

1．高齢者専用賃貸住宅とは  
高齢者単身・夫婦世帯など専ら高齢者世帯に賃貸する「高齢者専用賃貸住宅」  

について、事業者が都道府県知事に登録し、より詳細で正確な情報を高齢者等  

に提供できるようにしたもの。  

登録項目  

・賃貸住宅の位置、戸数、規模、構造又は設備 等  

・前払家賃の概算額、前払家賃の保全措置の有無  
共用部分で共同利用する居間、食堂、台所 納設備、浴室の有無  

※王鹿の項目は高齢者円滑入居賃貸住宅にはない登録項目  

2．根拠法令  

「高齢者の居住の安定を確保する法律」に基づく高齢者円滑入居賃貸住宅   

の一部として省令で措置（平成17年12月1日施行）   

3．実績   
4，063戸（平成18年5月23日現在）  

4．高齢者居住法における各住宅の概念図  

高齢者円滑入居賃貸住宅  

○高齢者の入居   

を拒否しない   

住宅  

○登録により、   
住宅の概要を   

情報提供  

高齢者向け  

優良賃貸住宅   
（知事の認定）  

高齢者専用賃貸住宅   

○専ら高齢者に  

賃貸する住宅   

○より詳細な情  

報提供   

（登録戸数：4，063戸）  

（H18．5．23時点）  

○バリアフリーや入   

居要件等が設定   
（例）・5戸以上  

・25n了（共同型18n了）以上  

・各戸に便所、洗面設備等  

○建設費等に助成  登録戸数：82，728戸  

（H18．5．23時  （管理戸数：18，768戸）  

（H17．3時点）  

高齢者専用賃貸住宅の登録戸数（4，㈹3戸）には、平成17年12月以降に高齢者向け優良賃貸住宅の認定を受けた住宅戸数及び平成17年12月  
前に認定を受けた高齢者向け優良賃貸住宅のうち、改めて高齢者専用賃貸住宅の登録を行ったものの戸数を含む。  
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高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）（抜粋）  

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則  高齢者の居住の安定確保に関する法律   

第一章 総則（第一条一第三条）   

第二章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等   

第一節 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等（第四条一第  

十六条）   

第二節 指定登録機関（第十七条⊥第二十九条）   

第三章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進   

第一節 供給計画の認定等（第三十条⊥第四十条）  

第二節 高齢者向け優良賃貸住宅の供給に対する支援  

措置（第四十一条⊥第四十七条）   

第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸  

住宅の供給の促進等（第四十八条一第五十五条）   

第五章 終身建物賃貸借（第五十六条⊥第七十五条）   

第六章 加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する  

支援措置（第七十六条・第七十七条）   

第七章 高齢者居住支援センター（第七十八条ニー・第八十八  

条）   

第八章 雑則（第八十九条・第九十条）   

第九章 罰則（第九十一条二第九十四条）   

附則  

（高齢者円滑入居賃貸住宅の登録）  

第四条 高齢者の入居を受け入れることとしている賃貸住   

宅（以下「高齢者円滑入居賃貸住宅」という。）の賃貸人   

（賃貸人となろうとする者を含む。以下この節において同   

じ。）は、当該賃貸住宅を構成する建築物ごとに、都道府   

県知事の登録を受けることができる。  

（登録の申請）  

第五条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項   

を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければなら   

ない。   

一 賃貸人の氏名又は名称及び住所   

二 賃貸住宅の位置   

三 賃貸住宅の戸数   

四 賃貸住宅の規模   

五 賃貸住宅の構造又は設備（加齢に伴って生ずる高齢者  

の身体の機能の低下の状況に対応した構造又は設備で   

星±突通省令で定めるものを有する賃貸住宅にあって  

は、当該構造又は設備の内容を含む。）   

六 賃貸の用に供する前の賃貸住宅にあっては、入居開始  

時期   

七 その他国土交通省令で定める事項  

（法第五条第五号の国土交通省令で定めるもの）  

第二条 高齢者の居住の安定確保に関する法律（以下「法」   

という。）第五条第五号の国土交通省令で定めるものは、   

次に掲げるものとする。   

一 段差のない床   

二 便所、浴室及び階段の手すり   

三 介助用の車いすで移動できる幅の廊下及び居室の出  

入口   

四 介助を考慮した広さの便所で腰掛便座が設けられた  

もの   

五 介助を考慮した広さの浴室   

六 エレベーター   

セ 非常通報装置  

（法第五条第七号の国土交通省令で定める事項）  

第三条 法第五条第七号の国土交通省令で定める事項は、   

次に掲げる事項とする。   

一 賃貸住宅の家賃及び共益費の概算簸   

二 賃貸住宅の空室の有無  
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三 法第三十条第一項の認定の有無  

四 法第五十六条の認可の有無  

五 賃貸人の連絡先又は賃貸人が建物（建物の一部を含   

む。）の貸借の代理若しくは媒介を依頼する場合におけ   

る当該代理若しくは媒介を行う者の氏名若しくは名   

称、住所及び連絡先  

六 賃貸住宅の全部又は一部が、専ら自ら居住するため住   

宅を必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその   

配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様   

の関係にあるものを含む。以下同じ。）をその賃借人と  

するもの（以下この号において「高齢者専用賃貸住宅」  

という。）である場合にあっては、その旨及び次に掲げ  

る事項  

イ 高齢者専用賃貸住宅の戸数  

口 高齢者専用賃貸住宅の敷金その他入居の際に受領   

する費用（ホの前払家賃を除く。）の概算額  

ハ 共用部分における共同して利用するための居間、食   

堂、台所、収納設備及び浴室の有無  

二 入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世   

話の提供の有無  

ホ 賃貸借の期間に係る家賃の全部又は一部を前払金   

として一括して受領する場合にあっては、当該前払   

家賃の概算額及び当該前払家賃について高齢者専用   

賃貸住宅の賃貸人が返還債務を負うこととなる場合   

に備えて講じる保全措置の有無  

（登録の実施）  

第六条 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があ   

ったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合   

を除き、次に掲げる事項を高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿   

（以下「登録簿」という。）に登録しなければならない。   

一 前条各号に掲げる事項   

二 登録年月日及び登録番号  

（登録の拒否）  

第七条 都道府県知事は、登録の申請者が次の各号のいずれ   

かに該当する看であるときは、その登録を拒否しなければ   

ならない。   

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を  

得ないもの   

こ 第十四条第二項の規定により登録を取り消され、その  

取消しの日から起算して一年を経過しない者   

三 宮業に閲し成年者と同一の行為能力を有しない未成  

年者でその法定代理人が前二号のいずれかに該当する  

もの   

四 法人であって、その役員のうちに第一号又は第二号の  

いずれかに該当する者があるもの  

2 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたと   

きは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければ   

ならない。  

（変更の登録）  
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第八条 第四条の規定による登録を受けた高齢者円滑入居   

賃貸住宅（以下「登録住宅」という。）の賃貸人は、第五   

条各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、都   

道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。  

2 前二条の規定は、前項の規定による申請があった場合に   

準用する。  

（登録簿の閲覧）  

第九条 都道府県知事は、国土交通省令で定めるところによ   

り、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。  

（登録簿の閲覧）  

第四条 都道府県知事は、法第九条の規定により登録簿を一   

般の閲覧に供するため、登録簿閲覧所（以下「閲覧所」と   

いう。）を設けなければならない。  

2 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたとき   

は、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所   

の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。告示した   

閲覧所の場所及び閲覧規則を変更したときも、同様とす   

る。  

3 法第五条各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられた   

ファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ閲覧所   

において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に   

表示されるときは、当該記録をもって法第六条に規定す   

る登録簿に代えることができる。この場合における法第九   

条の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスク   

に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に   

表示する方法で行うものとする。  

（遵守事項）  

第十条 登録住宅の賃貸人は、当該登録住宅に入居を希望す   

る高齢者に対し、高齢者であることを理由として、入居を   

拒み、又は賃貸の条件を著しく不当なものとしてはならな   

い。  

（家賃債務保証）  

第十一条 第七十八条に規定する高齢者居住支援センター   

は、登録住宅（公営住宅（公営住宅法（昭和二十六年法   

律第百九十三号）第二条第二号に規定する公営住宅をい   

う。以下同じ。）であるものを除く。）の賃貸人からの要請   

に基づき、当該登録住宅に入居する高齢者（国土交通省令   

で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。第十六条   

において同じ。）の家賃に係る債務を保証することができ   

る。  

（法第十一条の国土交通省令で定める年齢その他の要件）  

第五条 法第十一条の国土交通省令で定める年齢その他の   

要件は、次の各号のすべてに該当することとする。   

一 大十歳以上の看であること。  

二 次に掲げる要件のいずれかに該当する看であること。  イ 同居する者がない者（身体上又は精神上著しい障害  
があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅にお  

いてこれを受けることができず、又は受けることが困  

難であると認められる者を除く。以下同じ。）である  

こと。   

ロ 同居する者力唱己偶者、六十歳以上の親族（配偶者を  

除く。以下同じ。）又は入居者が病気にかかっている  

ことその他特別の事情により当該入居者と同居させ  

ることが必要であると都道府県知事が認める看であ  

ること。  

（助言又は指導）  

第十二条 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人に対し、基本   

方針を勘案して、当該登録住宅の管理に閲し必要な助言又   

は指導をすることができる。  
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（登録事項の訂正等）  

第十三条 都道府県知事は、登録された第五条各号に掲げる   

事項に虚偽の事実があったときは、登録住宅の賃貸人に対   

し当該事項の訂正を申請すべきことを指示することがで   

きる。  

2 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人が第八条第一項の規   

定に違反したときは、当該賃貸人に対し変更の登録の申請   

を指示することができる。  

（登録の取消し）  

第十四条 都道府県知事は、登録住宅の賃貸人が第七条第一   

項各号（第二号を除く。）のいずれかに該当するに至った   

ときは、その登録を取り消さなければならない。  

2 都道府県知事lよ登録住宅の賃貸人が次の各号のいずれ   

かに該当するときは、その登録を取り消すことができる。   

一 貫十条の規定に違反したとき。   

二 前条の規定による指示に違反したとき。  

3 第七条第二項の規定は、都道府県知事が前二項の規定に   

よる取消しをした場合に準用する。  

（登録の消除）  

第十五条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する   

ときは、登録住宅の登録を消除しなければならない。   

一 登録住宅の賃貸人から登録の消除の申請があったと  

き。   

二 前条第一項又は第二項の規定により登録が取り消さ  

れたとき。  

（登録の取消し等後の家賃債務保証）  

第十六条 登録住宅の登録が第十四条第一項若しくは第二   

項の規定により取り消され、又は前条第一号の規定により   

消除された場合において、その取消し又は消除前に当該登   

録住宅に入居していた高齢者がその後も引き続き入居し   

ているときは、当該高齢者の入居に係る住宅を登録住宅と   

みなして、第十一条の規定を適用する。  

第二節 指定登録機関  

（指定登録機関の指定等）  

第十七条 都道府県知事は、その指定する者（以下「指定登   

録機関」という。）に、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録及   

び登録簿の閲覧の実施に関する事務（第十二条から第十四   

条までの規定による事務を除く。以下「登録事務」という。）   

の全部又は一部を行わせることができる。  

2 指定登録機関の指定（以下この節において単に「指定」   

という。）は、登録事務を行おうとする者の申請により行   

う。  

3 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行   

う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事   

務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定め   

る。  

4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第四条か   

ら第九条まで及び第十五条の規定の適用については、これ  

（登録事務の引継ぎ）  

第六条 都道府県知事は、法第十七条第三項に規定する場合   

にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。   

一 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。  

二 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引  

き継ぐこと。   

三 その他都道府県知事が必要と認める事項  
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らの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」   

とする。  

（認可の基準）  

第五十八条 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があ   

った場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準   

に適合すると認めるときは、事業の認可をすることができ   

る。   

－～大 略   

七 終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前   

払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払   

家賃の算定の基礎が書面で明示されるものであり、か   

つ、当該前払家賃について終身賃貸事業者が返還債務を   

負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めると  

ころにより必要な保全措置が講じられるものであるこ  

と。   

八・九 略  

（必要な保全措置）  

第六十四条 法第五十八条第七号の必要な保全措置は、銀行   

の前払家賃に係る債務の保証その他の国土交通大臣が定   

める措置とする。  

※保全措置の方法について  

「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第六十四   

条の国土交通大臣が定める措置（平成十三年国土交通省告   

示第1302号）」   

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第六十四  

条の国土交通大臣が定める措置は、次に掲げるいずれかの措  

置とする。   

一 前払家賃のうち想定居住期間のうち残存する期間に  

係る騒又は五百万円のいずれか低い方の金額以上の金  

額（以下「保全金鎮」という。）を終身賃貸事業者の主  

たる事務所のもよりの供託所に供託すること。   

二 銀行、信託会社、信用金庫、農林中央金庫、商工組合  

中央金庫、信用協同組合で出資の総轄が五千万円以上  

であるもの、労働金庫又は宅地建物取引業法（昭和二  

十七年法律第百七十六号）第四十一条第一項第一号の  

国土交通大臣が指定する者（以下「銀行等」という。）  

との間において、終身賃貸事業者が前払家賃の返還債  

務を負うこととなった場合において当該銀行等がその  

債務のうち保全金額に相当する部分を連帯して保証す  

ることを委託する契約を締結すること。   

三 保険事業者（保険業法（平成七年法律第百五号）第三  

条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険  

業を行う者をいう。以下同じ。）との間において、終身  

賃貸事業者が受領した前払家賃の返還債務の不履行に  

より賃借人に生じた損害のうち当該返還債務の不履行  

に係る保全金矧こ相当する部分を当該保険事業者がう  

めることを約する保証保険契約を締結すること。   

四 民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の規  

定により設立された法人で高齢者の福祉の増進に寄与  

することを目的として設立されたものとの問におい  

て、前払家賃について終身賃貸事業者が返還債務を負  

うこととなる場合に備えた保全のための契約を締結す  

ることであって、前三号に掲げる措置に準ずるものと  

して都道府県知事が認めるもの。  

－3了－   



年   月   日  

高齢者円滑入居賃貸住宅登録申請書   

高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条の規定に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を申請します。  

知事 殿  

申請者  

申  

請  
人   

賃貸住宅の位置   
イ壬  

貸  高齢者円滑入居賃貸住宅部分：全住戸 ・ 一部   

住  
宅  
に  構  造   造  

つ  
い  階  数   階建  

て  

建 設 年 月   （西暦）  年  月   

（B）  高齢者円滑入居  

項  目  （A）  高齢者専用賃貸住宅  賃貸住宅  
高齢者専用賃貸住宅  以外の  ※（A）と（B）がある  

高齢者円滑入居賃貸住宅  場合のみ記入   

賃貸住宅の戸数  P   戸   戸  

賃貸住宅の規模  ポー  ポ   ∩了～  「げ   汀†～  ポ  

賃貸住宅の家賃及び共益費の概算額  円～  円   円一  円   円～  円  

高齢者専用賃貸  敷  金   円～  円  
イ墓 ．日．  
貸   
住  名称   

敷金以外の  
宅  
の  円一  円  

概  

要  円～  円  

前払家賃に対する保全措置の有無  有   無  

賃貸住宅の空室の有無  有   無   有   無   有   無  

入居開始時期  
（賃貸住宅の用に供する前の賃貸住宅の場  年  月  日   年  月  日   年  月  日   
合のみ記入）  

イ壬   段差のない床  □全戸 ロー部 ロなし   ロ全戸 ロー部 □なし   □全戸 ロー部 □なし  

臼 貸 住  □全戸 ロー部 ロなし   ロ全戸 ロー部 □なし   ロ全戸 ロー部 □なし  

宅 の  □全戸 ロー部 Dなし   ロ全戸 ロー部 ロなし   ロ全戸 ロー部 ロなし  
）当l  

構  □全戸 ロー部 口なし   
造  ロ全戸 ロー部 □なし   ロ全戸 ロー部 Dなし  

□全戸 ロー部 □なし   □全戸 ロー部 □なし   □全戸 ロー部 □なし  

又 は 設  も構 の造  エレぺ一ター  □全戸 ロー部 ロなし   D全戸 ロー部 □なし   □全戸 ロー部 ロなし  

備   非常週報装置  口全戸 ロー部 Dなし   □全戸 ロー部 □なし   □全戸 ロー部 ロなし   
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居  間   有  無  

食  堂   有  無  
こ関する  
目施設  台  所   有  無  

収 納 設 備   有  無  

浴   室   有  無   

吾の認定（高齢者向け優良賃貸住  

の認定）の有無  
有  一部   無   有  一部   無   有  一部  無   

可（終身建物賃貸借に係る事業の  有  一部  無   有  一部   無   有  一部  無  

○法第7条各・号に掲げる者に該当しない旨  

私は、法第7粂各号に掲げる者には該当しません。  

登録年月日  年   月   日  

－39－   



高齢者専用賃貸住宅の登録申請先  

指定登録機関  所在地  電話番号  

011－241－1893  
〒060－0004 札幌市中央区北4条西5丁目  

三井生命札幌共同ビル3階  
（財）北海道建築指導センター  

青森県県土整備部建築住宅課  〒030－8570 青森市長島1－1－1  17－734－9695   

19－629－5933   

22－265－3605   

18－836－7850   

23－630－2640  

岩手県県土整備部建築住宅課  〒020－8570 盛岡市内丸10－1  

（財）宮城県建築住宅センター  〒980－0011仙台市青葉区上杉1－1－20 ふるさとビル6階   

〒010－0001秋田市中通2－3－8 アトリオンビル5階  （財）秋田県建築住宅センター  

山形県土木部建築住宅課  〒990－8570 山形市松波2－8－1  

福島県土木部建築領域  〒960－8670 福島市杉妻町2－16  24－521－7528  

茨城県土木部都市局住宅課   

栃木県土木部住宅課  

〒310－8555 水戸市笠原町978－6   

〒320－8501宇都宮市塙田卜1－20  

29－30ト4759   

28－623－2482  

馬県土木部住宅課  〒371－8570 前橋市大手町1－1－1  27－226－3726   

48－830－5562  埼玉県県土整備部住宅課  〒330－9301さいたま市浦和区高砂3－15－1  

千葉県都市部住宅課  〒260－8667 千葉市中央区市場町1－1  43－223－3229  

（財）東京都防災・建築まちづくりセンタ  
〒150－8503 渋谷区渋谷1－15－9 美竹ビル1階  3－5466－2635  

〒231－0007 横浜市中区弁天通3－48  

県公社弁天通三丁目共同ビル2階  
社）かながわ住まい・まちづくり協会   

財）富山県建築住宅センター  

45疇664－6896  

25－280－5427   

76－439－0248  

〒950－8570 新潟市新光町4－1  

〒930－0096 富山市舟橋北町4－19森林水産会館2階  

（財）石川県建築住宅総合センター  〒920－0968 金沢市幸町12－1石川県幸町庁舎2階  76－262－6543  

（財）福井県建築住宅センター  〒910－0854 福井市御幸3－10－15 福井県建設会館内  776－23－0457  

山梨県土木部住宅課  〒400－8501甲府市丸の内1－6－1  55－237－1732   

26－290－5070  （財）長野県建築住宅センター  〒388－8006 長野市篠ノ井御幣川306－1  

岐阜県基盤整備部住宅課  〒500－8570 岐阜市薮田南2－1－1  58－272－1111   

54－221－3084  静岡県都市住宅部住まいづくり室   

愛知県建設部住宅企画課  

〒420－8601静岡市追手町9－6   

〒460－8501名古屋市中区三の丸3－1－2  052－954－6568  

059－229－5612  
ミ  

077－569－6501  

（財）三重県建設技術センター（桜橋支  

所）  

〒514－0003 津市桜橋3－50－5  

〒525－0034 草津市草津3－13－25  （財）滋賀県建築住宅センター  

京都府土木建築部住宅課  〒602－8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町  075－414－5361  

大阪府建築都市部住宅まちづくり政策  

課  
屋06－694ト0351   〒540－8570 大阪市中央区大手前2  

兵庫県県土整備部まちづくり局民間住  

宅室  
〒650－8567 神戸市中央区下山手通5－10－1  

奈良県土木部住宅課   

（財）和歌山県建築住宅防災センター  

〒630－8501奈良市登大路町30  

〒640－8045 和歌山市卜半町38 建築士会館2階  
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鳥取県生活環境部住宅環境課  

島根県土木部建築住宅課   

岡山県土木部都市局住宅課   

広島県土木建築部都市局  

建築総室住宅企画室   

（財）山口県建築住宅センター  

〒680－8570 鳥取市東町卜271   

〒690－8501松江市殿町1   

〒700－8570 岡山市内山下2－4－6  

〒730－8511広島市中区基町10－52   

〒770－8570 徳島市万代町1－1   

〒760－8570 高松市番町4－ト10   

〒790－8570 松山市一番町4－4－2  

0857－26－7411   

0852－22－5222   

086－226－7527  

092－781－5169   

0952－25－7165  

徳島県県土整備部住宅課   

香川県土木部住宅課   

愛媛県土木部道路都市局建築住宅課  

（社）高知県建設技術公社  〒781－2120 吾川郡伊野町枝川2410－7   

ス福岡3階   

〒840－8570 佐賀市城内ト1－59  

（財）福岡県建築住宅センター   

佐賀県土木部建築住宅課  

長崎県土木部住宅課  〒850－8570 長崎市江戸町2－13  095－822－5179   

096－385－0771   

097－537－0300   

0985－50－5605  

（財）熊本県建築住宅センター  〒862－0954 熊本市神水卜3－1第百生命ビル1階  

〒870－0004 大分市王子港町卜17 ウッドプラザ大分内   

〒880－0913 宮崎市恒久卜7－14  

（財）大分県建築住宅センター   

（財）宮崎県建築住宅センター  

〒892－0838 鹿児島市新屋敷町16－228  

県住宅供給公社ビル2階   

〒900－8570 那覇市泉崎卜2－2  

（財）鹿児島県住宅・建築総合センター   

沖縄県土木建築部住宅課  

099－224－4539  

098－866－2418   
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賃貸住宅   
璧線情報検索  

このサイトぐは、各節棚動こ高鯵看であもことを囁由に入府  

い実賃住宅として卿ラ鼠専ら高論呑また  

偶青書兼他人とする高齢春専用賃貸住宅を公開して払壊す。  

な息登録されてtlる佐㈱良貨貸住宅（高級賃〉も含まれてt  

HOME、・詰責1ノ・きS窄許コ笥住宅卜・．．【，   

渦府県から去♯寺朋胴住宅を躊i  Eは媚文机也耶の書道綿＿民より．幌をf〒う郡道順を遥 

◆平成18年度の東京都の高優賃事業者募集のお知らせ  

◆財団ニュース72号を発行しました。  

◆高齢期の住み替えに係る資金計画の試算プログラムを掲載  

◆2005年度フィンランド高齢者住宅視察報告書を発行しまし  

◆「高儀賃コーディネーター養成研修会」履修者リストを掲載し  

◆高齢者円滑入居賃貸住宅登録情報ページをリニューアルし  

◆障害者世帯の家賃債務保証を始めました。  

◆「介護を受けながら住み続ける住まい」のあり方について」ヰ  

び概要を掲載しました。（中間報告書全文）  

北海道・東北 北海道心 音森県  岩手県  宮城県薗 秋田県  山形県也 福島県  

［3／24］ ［0／6］ ［0／0］ ［2／4］ 【0／0】 ［2／8］ ［0／9】  

関東・甲信越 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  干葉県飴 東京都  神奈川県 山梨県  

［0／5］ ［0／10］［0／1】 【0／9】 ［1／5］ 【0／7】 ［0／り 【0／2］  

中部・北陸 岐阜県 静岡県也 愛知県 三重県  新潟県  富山県 石川県 福井県  

［0／3］ ［1／6］ ［0／3］ ［0／2］ ［0／2】 ［0／1］ ［0／2】 ［0／り  

近畿  滋賀県 京都府 大阪府も 兵庫県也 奈良県 和歌山県  

［0／0】 ［0／9】 ［2／15］ ［2／8］ 【0／0］ ［0／0〕  

中国・四国  鳥取県  島根県 岡山県 広島県も 山口県飴 徳島県飴 香川県 愛媛県缶  

［0／2】 ［0／0】 ［0／0］ ［1／9】 ［1／り  【1／2］ ［0／1］ ［1／1］  

九朴沖縄 福岡県也 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県  

［1／8］ 【0／0］ ［0／2］ ［0／り 【0／0】 ［0／4］ ［0／2〕 ［0／2］  

◆平成18年度 高齢者住宅担当者研修会   

日時：講義／平成18年7月6日（木）10：00～16：40  

見学会／平成18年7月7日（金）午前中～14：00とj   

場所：講義／SRPホール（福岡市早良区）  

見学会／福岡県下の高儀貰およびシルバーハウジン   

お申込みを受付中です  

熱戦畔 コンワオか一手シ  
ボナーシュ   

横 森  
総登録件数185  
総登録戸数4614  

也…1ケ月以内の新着情報あり  
県名下部の数字＝・［新着件数／全件数】  都市機構（旧都市公団）のシニア住宅情報紙  

ボン・アージュ・レポ  

最終更新日  

詳■条件から甜青桐t賃住宅を即  フォーム鵬桑、・報酬して著如  

http：／／www．senpis－kouiuuzai，ip／special／   L⊥▲【．／／．川‖‖．し〈‥：‖．．－へ；〈r；n／  



全戸  
賃貸住宅   
鷲実車構引‖僕等  高齢者専用賃貸住宅詳細情報  

H口M［馬齢名専用賃菜住宅卜／プ 検系霧黒一覧 

（※）平成17年11月30日以前に登録された賃貸住宅の／くリアフリーに関する構造又は設備については、全戸に胤  
る場合以外は「なし」の表示となっています。  

■酌のページに戻る   



高齢者専用賃貸住宅に関する基準  

【有料老人ホーム（老人福祉法）】  

○老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）（抄）   

（届出等）  

第二十九条 有料老人ホーム（老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介   

護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定   

めるもの（以下「介護等」という。）の供与（他に委託して供与をする場合及   

び将来において供与をすることを約する場合を含む。）をする事業を行う施設   

であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その   

他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。）を設置しようと   

する者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次   

の各号に掲げる事項を届け出なければならない。   

－～七 （略）  

2～9 （略）  

○老人福祉法施行規則（昭和三十八年厚生省令第二十八号）（抄）   

（法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める施設）  

第二十条の四 法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める施設は、高   

齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第四条の規   

定により、登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合   

するものとする。  

【特定施設（介護保険法）】  

○介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）（抄）  

（法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設）  

第十五条 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。   

一 養護老人ホーム   

ニ 軽責老人ホーム   

三 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十大号）第四  

条の規定により登録されている賃貸住宅のうち、・厚生労働大臣が定める基準  

に適合するものとして都道府県知事に届けられているもの（以下「適合高齢  

者専用賃貸住宅」という。）  
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【厚生労働大臣が定める基準】  

○厚生労働省告示第二百六十四号   

介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第十五条第三号及び  

老人福祉法施行規則（昭和三十八年厚生省令第二十八号）第二十条の四の規定に  

基づき、介護保険法施行規則第十五条第三号及び老人福祉法施行規則第二十条の  

四の厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十八年四月一日から適用  

する。  

平成十八年三月三十一日  

厚生労働大臣Jtl崎 二郎  

介護保険法施行規則第十五条第三号及び老人福祉法施行規則第二十条の四  

の厚生労働大臣が定める基準  

一 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成十三年国土交通省令第   

百十五号）第三条第六号に規定する高齢者専用賃貸住宅であること。  

二 各戸が床面積（共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。）二十五平   

方メートル（居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同して利用するため   

十分な面積を有する場合にあっては十八平方メートル）以上であること。  

三 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えた   

ものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納   

設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が   

確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであ   

ることを要しないものとすることができる。  

四 嵩齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五十   

八条第七号の必要な保全措置が講じられているものであること。  

五 入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健   

康管理をする事業を行う賃貸住宅であること。  
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一時金保全措置に係る保全の方法について   

老人福祉法に基づく保全措置  

（平成18年厚生労働省告示第266号）  

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく保全措置  

（平成13年国土交通省告示第1302号）  

ー 老人福祉法施行規則（昭和三十八年厚生省令第二十八号）   

第一条の十三の厚生労働大臣が定める措置は次に掲げるい   

ずれかの措置とする。（注：グループホーム）  

イ 銀行、信託会社、信用金庫、農林中央金庫、商工組合  

中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上で  

あるもの、労働金庫又は宅地建物取引業法（昭和二十七  

年法律第百七十六号）第四十一条第一項第一号の国土交  

通大臣が指定する看（以下「銀行等」という。）との間に  

おいて、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が  

前払金（老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）  

第十四条の四に規定する前払金をいう。以下この号にお  

いて同じ。）の返還債務を負うこととなった場合において  

当該銀行等がその債務のうち保全金額（前払金のうち、  

あらかじめ契約で定めた予定償却期間のうち残存する期  

間に係る醸又は五首万円のいずれか低い方の金額以上の  

金額をいう。以下この号において同じ。）に相当する部分  

を連帯して保証することを委託する契約を締結するこ  

と。  

口 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者の親会社  

（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第四号に  

規定する親会社をいう。以下同じ。）であって、一以上の  

指定格付機関（企業内容等の開示に関する内閣府令（昭  

和四十八年大蔵省令第五号）第一条第十三号のこに規定  

する指定格付機関をいう。以下同じ。）により長期の債務  

を履行する能力について特定格付（同令第九条の四第五  

項第一号ホに規定する特定格付をいう。以下同じ。）が付  

与されたもの（当該格付が当該親会社の依頼により付与  

され、かつ、公表されている場合に限る。以下同じ。）と  

の間において、認知症対応型老人共同生活援助事業を行  

う者が前払金の返還債務を負うことになった場合におい  

て当該親会社がその債務のうち保全金額に相当する部分  

を連帯して保証することを委託する契約を締結するこ  

と。  

ハ 保険事業者（保険業法（平成七年法律第百五号）第三  

条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業  

を行う者をいう。以下同じ。）との間において、認知症対  

応型老人共同生活援助事業を行う者が受領した前払金の  

返還債務の不履行により当該認知症対応型老人共同生活  

援助事業が行われる住居の入居者に生じた損害のうち当  

該返還債務の不履行に係る保全金鐘に相当する部分を当  

該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結  

すること。  
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こ 民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の規  

定により設立された法人で高齢者の福祉の増進に寄与す  

ることを目的として設立されたものとの間において、前  

払金について認知症対応型老人共同生活援助事業を行う  

者が返還債務を負うこととなる場合に備えた保全のため  

の契約を締結することであって、イからハに掲げる措置  

に準ずるものとして都道府県知事が認めるもの。  

ニ 老人福祉法施行規則第二十条の十の厚生労働大臣が定め   

る措置は次に掲げるいずれかの措置とする。（注：有料老人   

ホーム）  

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第六十四条の  

国土交通大臣が定める措置は、次に掲げるいずれかの措置と  

する。  

一 前払家賃のうち想定居住期間のうち残存する期間に係る   

額又は五百万円のいずれか低い方の金額以上の金綾（以下   

「保全金額」という。）を終身賃貸事業者の主たる事務所   

のもよりの供託所に供託すること。  

二 銀行、信託会社、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中   

央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上である   

もの、労働金庫又は宅地建物取引業法（昭和二十七年法律   

第百七十六号）第四十一条第一項第一号の国土交通大臣が   

指定する者（以下「銀行等」という。）との間において、   

終身賃貸事業者が前払家賃の返還債務を負うこととなっ   

た場合において当該銀行等がその債務のうち保全金額に   

相当する部分を連帯して保証することを委託する契約を   

締結すること。  

イ 銀行等との問において、有料老人ホームの設置者が一   

時金（老人福祉法施行規則第二十条の五第八号に規定す   

る一時金をいう。以下同じ。）の返還債務を負うこととな   

った場合において当該銀行等がその債務のうち保全金績   

（一時金のうち、あらかじめ契約で定めた予定償却期間   

のうち残存する期間に係る額又は五百万円のいずれか低   

い方の金魚以上の金植をいう。以下この号において同   

じ。）に相当する部分を連帯して保証することを委託する   

契約を締結すること。  

口 有料老人ホームの設置者の親会社であって、－以上の   

指定格付棟関により長期の債務を履行する能力について   

特定格付が付与されたものとの間において、有料老人ホ   

ームの設置者が一時金の返還債務を負うことになった場   

合において当該親会社がその債務のうち保全金額に相当   

する部分を連帯して保証することを委託する契約を締結   

すること。  

ハ 保険事業者との間において、有料老人ホームの設置者   

が受領した一時金の返還債務の不履行により当該有料老   

人ホーームの入居者に生じた損害のうち当該返還債務の不   

履行に係る保全金纏に相当する部分を当該保険事業者が   

うめることを約する保証保険契約を締結すること。   

三 保険事業者（保険業法（平成七年法律第百五号）第三条   

第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を   

行う者をいう。以下同じ。）との間において、終身賃貸事   

業者が受領した前払家賃の返還債務の不履行により賃借   

人に生じた損害のうち当該返還債務の不履行に係る保全   

金額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約   

する保証保険契約を締結すること。  

四 民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の規定   

により設立された法人で高齢者の福祉の増進に寄与する   

ことを目的として設立されたものとの間において、前払家   

賃について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる   

場合に備えた保全のための契約を締結することであって、   

前三号に掲げる措置に準ずるものとして都道府県知事が   

認めるもの。  

民法第三十四条の規定により設立された法人で高齢者  

の福祉の増進に寄与することを目的として設立されたも  

のとの間において、一時金について有料老人ホームの設  

置者が返還債務を負うこととなる場合に備えた保全のた  

めの契約を締結することであって、イからハに掲げる措  

置に準ずるものとして都道府県知事が認めるもの。  

ー47－   




